
使用料の改定内容（野洲川河川公園） 

改定の内容 

改定前 改定後 

野球場 

 

区分 

 

午前６時～

午前８時 

午前８時30

分～正午 

正午～午後

４時30分 

午後５時～

午後７時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

400円 700円 800円 400円 

上記以外の者

が利用する場

合 

800円 1,400円 1,600円 800円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 600円 700円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 1,200円 1,400円  

 

 

 

 

野球場 

 

区分 

午前６時～

午前８時30

分 

午前８時30

分～正午 

正午～午後

４時30分 

 

午後４時30

分～午後７

時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

700円 1,000円 1,200円 700円 

上記以外の者

が利用する場

合 

1,400円 2,000円 2,400円 1,400円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 900円 1,000円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 1,800円 2,000円  

 

 

 

 



多目的運動場 

 

区分 

 

午前６時～

午前８時 

午前８時30

分～正午 

正午～午後

４時30分 

午後５時～

午後７時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

300円 600円 700円 300円 

上記以外の者

が利用する場

合 

600円 1,200円 1,400円 600円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 500円 600円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 1,000円 1,200円  

 

 

 

 

 

 

 

 

多目的運動場 

 

区分 

午前６時～

午前８時30

分 

午前８時30

分～正午 

正午～午後

４時30分 

 

午後４時30

分～午後７

時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

500円 800円 900円 500円 

上記以外の者

が利用する場

合 

1,000円 1,600円 1,800円 1,000円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 700円 800円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 1,400円 1,600円  

 

 

 

 

 

 

 

 



陸上競技場（貸切り利用） 

 

区分 

 

午前６時～

午前８時 

午前８時30

分～正午 

正午～午後

４時30分 

午後５時～

午後７時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

500円 800円 900円 500円 

上記以外の者

が利用する場

合 

1,000円 1,600円 1,800円 1,000円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 700円 800円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 1,400円 1,600円  

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上競技場（貸切り利用） 

 

区分 

午前６時～

午前８時30

分 

午前８時30

分～正午 

正午～午後

４時30分 

 

午後４時30

分～午後７

時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

800円 1,100円 1,200円 800円 

上記以外の者

が利用する場

合 

1,600円 2,200円 2,400円 1,600円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 1,000円 1,100円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 2,000円 2,200円  

 

 

 

 

 

 

 

 



陸上競技場（個人利用） 

 

区分 

 

午前６時～

午前８時 

午前８時30

分～正午 

正午～午後

４時30分 

午後５時～

午後７時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

50円 80円 90円 50円 

上記以外の者

が利用する場

合 

100円 160円 180円 100円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 70円 80円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 140円 160円  

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上競技場（個人利用） 

 

区分 

午前６時～

午前８時30

分 

午前８時30

分～正午 

 

正午～午後

４時30分 

午後４時30

分～午後７

時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

100円 110円 120円 100円 

上記以外の者

が利用する場

合 

200円 220円 240円 200円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 100円 110円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 200円 220円  

 

 

 

 

 

 

 

 



テニスコート（砂入り人工芝型） 

区分 午前６

時～午

前８時 

午前８

時30分

～午前1

0時30分 

午前10

時30分

～午後

０時30

分 

午後０

時30分

～午後

２時30

分 

午後２

時30分

～午後

４時30

分 

午後５

時～午

後７時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守

山市、栗東

市及び本市

の者が利用

する場合 

1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 

上記以外の

者が利用す

る場合 

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 

上記以外

の日 

草津市、守

山市、栗東

市及び本市

の者が利用

する場合 

 800円 800円 800円 800円  

上記以外の

者が利用す

る場合 

 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円  

 

 

 

 

テニスコート（砂入り人工芝型） 

区分 使用料 

土曜日、日曜日、祝日 

午前６時～午後７時 

草津市、守山市、栗東市及び

本市の者が利用する場合 

１時間当たり 

600円 

上記以外の者が利用する場合 １時間当たり 

900円 

上記以外の日 

午前８時～午後５時 

草津市、守山市、栗東市及び

本市の者が利用する場合 

１時間当たり 

500円 

上記以外の者が利用する場合 １時間当たり 

700円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



テニスコート（真砂土舗装型） 

区分 午前６

時～午

前８時 

午前８

時30分

～午前

10時30

分 

午前10

時30分

～午後

０時30

分 

午後０

時30分

～午後

２時30

分 

午後２

時30分

～午後

４時30

分 

午後５

時～午

後７時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

400円 400円 400円 400円 400円 400円 

上記以外の者

が利用する場

合 

600円 600円 600円 600円 600円 600円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 300円 300円 300円 300円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 450円 450円 450円 450円  

 

 

 

 

 

 

テニスコート（真砂土舗装型） 

区分 使用料 

土曜日、日曜日、祝日 

午前６時～午後７時 

草津市、守山市、栗東市及び

本市の者が利用する場合 

１時間当たり 

200円 

上記以外の者が利用する場合 １時間当たり 

300円 

上記以外の日 

午前８時～午後５時 

草津市、守山市、栗東市及び

本市の者が利用する場合 

１時間当たり 

150円 

上記以外の者が利用する場合 １時間当たり 

220円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ゲートボール場 

 

区分 

 

午前６時～

午前８時 

午前８時30

分～正午 

正午～午後

４時30分 

午後５時～

午後７時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

200円 400円 600円 200円 

上記以外の者

が利用する場

合 

400円 800円 1,200円 400円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 300円 500円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 600円 1,000円  

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲートボール場 

 

区分 

午前６時～

午前８時30

分 

午前８時30

分～正午 

正午～午後

４時30分 

午後４時30

分～午後７

時 

土曜日、

日曜日、

祝日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

250円 400円 600円 250円 

上記以外の者

が利用する場

合 

500円 800円 1,200円 500円 

上記以外

の日 

草津市、守山

市、栗東市及

び本市の者が

利用する場合 

 300円 500円  

上記以外の者

が利用する場

合 

 600円 1,000円  

 

 

 

 

 

 

 

 



グラウンドゴルフ場（個人利用） 

区分 金額 

土曜日、日曜日、祝日 草津市、守山市、栗東市及び

本市の者が利用する場合 

250円 

上記以外の者が利用する場合 400円 

上記以外の日 草津市、守山市、栗東市及び

本市の者が利用する場合 

200円 

上記以外の者が利用する場合 300円 

グラウンドゴルフ場（個人利用定期券） 

区分 金額 

１箇月定期券（草津市、守山市、栗東市及び本市の

者が利用する場合に限る。） 

1,000円 

 

グラウンドゴルフ場（個人利用） 

区分 金額 

土曜日、日曜日、祝日 草津市、守山市、栗東市及び

本市の者が利用する場合 

370円 

上記以外の者が利用する場合 600円 

上記以外の日 草津市、守山市、栗東市及び

本市の者が利用する場合 

300円 

上記以外の者が利用する場合 450円 

グラウンドゴルフ場（個人利用定期券） 

区分 金額 

１箇月定期券（草津市、守山市、栗東市及び本市の

者が利用する場合に限る。） 

1,500円 

 

改定の適用日 

 令和４年 10月１日 

問い合わせ先 

 都市計画課 ☎587-6324 


